
船舶事故調査報告書 

平成３１年２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成３０年７月１０日 １７時１２分ごろ 

発生場所 香川県多度津
た ど つ

町高見
た か み

島北北西方沖（備讃瀬戸北航路第３号灯浮標） 

 板持
いたもち

鼻灯台から真方位３１７°９４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１９.９′ 東経１３３°３９.４′） 

事故の概要  引船とも Ｖ
ファイブ

は、台船Ｎ－１５をえい
．．

航して西南西進中、Ｎ－１５

が灯浮標に衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年９月１４日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 ともＶ、１９トン 

   １３５－１２３広島、株式会社野坂組 

Ｂ 台船 Ｎ－１５、約７００トン 

なし、株式会社野坂組 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

甲板員Ａ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船尾部外板に擦過傷 

灯浮標 やぐら主柱に折損、浮体胴板に凹損、レーダーリフレクター

及び太陽電池架台に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 西流約２.１ノッ

ト（kn） 

 事故の経過  Ａ船（全長約２６ｍ、幅約５.４ｍ）は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗

り組み、空船で無人のＢ船（全長約３５ｍ、幅約１５ｍ）をえい
．．

航し

てＡ船の船首端からＢ船の船尾端まで約１１０ｍとなった引船列（以

下「Ａ船引船列」という。）を構成し、備讃瀬戸北航路を約１０kn の

対地速力で西進していた。 

 船長Ａは、食事交代の目的で、昇橋した甲板員Ａに船橋当直を引き

継いで降橋した。 

 Ａ船引船列は、甲板員Ａが、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動

させ、舵輪の前に立って単独の船橋当直につき、備讃瀬戸北航路に沿

って手動操舵により左転し、船首が備讃瀬戸北航路第３号灯浮標（以

下「本件灯浮標」という。）に向く状態で西南西進した。 

Ａ船引船列は、本件灯浮標が船首方約４０ｍとなった頃、甲板員Ａ

が、本件灯浮標が間近となっていることに気付き、左舵一杯としたも



 

のの、Ｂ船の右舷船尾部が本件灯浮標に衝突した。 

 甲板員Ａは、本事故当時、備讃瀬戸北航路を右方に寄って航行して

おり、左舷船尾方から接近する他船に注意を向け、間近となるまで本

件灯浮標に気付いていなかったと本事故後に思った。 

分析  Ａ船引船列は、備讃瀬戸北航路を西南西進中、甲板員Ａが、左舷船

尾方から接近する他船に注意を向け、本件灯浮標に気付かずに航行を

続けたことから、船首方間近に迫った本件灯浮標に気付いて左舵一杯

としたものの、Ｂ船が本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、備讃瀬戸北航路を西南西進中、甲板員Ａ

が、左舷船尾方から接近する他船に注意を向け、本件灯浮標に気付か

ずに航行を続けたため、Ｂ船が本件灯浮標に衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航路航行中は、航路標識に対する見張りを適切に行うこと。 


